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所得税法 

国別報告書の提出免除に関する基準 

財政部が 2019 年 12 月 10 日に台財税字第 10804651540 号通達を公布し、国別報告書の

提出免除に関する適用基準を新設しました。 

適用対象 最終親会社の所在地国が台湾外にある多国籍企業グループの台湾子会社 

国別報告書

の提出免除 

(いずれかに該

当する場合) 

1.最終親会社の所在地国(地域)において国別報告書の提出に関する法令規

定が定められている場合：

多国籍企業グループの前年度における連結売上高総額がOECDの規定す

る7.5ユーロ(NT$270億)未満である。

2.最終親会社の所在地国(地域)において国別報告書の提出に関する法令規

定が定められていない場合：

A) 多国籍企業グループが、親会社を代理して国別報告書を提出するそ

の他の構成会社を指定しており、かつ前記のOECDの規定に基づき当

該構成会社の所在地国(地域)が制定した基準を満たしている。

B) 多国籍企業グループが、親会社を代理して国別報告書を提出する構

成会社を指定しておらず、台湾での構成会社(台湾子会社)が台湾の定

める国別報告書の提出免除の基準を満たしている(多国籍企業グル

ープの前年度の連結売上高総額がNT$270億以上)。

3. 台湾での構成会社(台湾子会社)が台湾の規定するマスターファイルの提

出免除の基準を満たしている(当年度の営業収入純額および営業外収益

の合計がNT$30億未満、あるいは当年度の関連者との取引金額が

NT$15億未満)。

適用年度 2017 年度の法人税確定申告まで遡及適用 

PwC 台湾の見解： 

新規定は、台湾子会社の所属する多国籍企業グループの最終親会社の所在地国が台湾外にあ

る場合を対象として、台湾での国別報告書の提出免除の適用範囲を広げています。すなわち、

台湾での構成会社がマスターファイルの提出が不要の場合は国別報告書も提出不要となり

ますので、外国企業にとって有利な緩和措置であるといえます。留意が必要なのは、多国籍

企業グループの構成会社が台湾に複数ある場合、国別報告書の提出が必要かどうかは個別に
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判断することが依然必要であり、マスターファイルまたは国別報告書の提出要件を満たす台

湾子会社は 2019 年 12 月 31 日までに 2018 年度の国別報告書を提出しなくてはなりませ

ん。 

関連者間取引に対する価格調整金に関する規定 

財政部が 2019 年 11 月 15 日に台財税字第 10804629000 号通達により、関連者間取引を

行う営利事業者が要件を満たしている場合、各種必要書類を備えた上で、会計年度の終了ま

でに「価格調整金」による調整を行うことができ、これによる法人税、関税、貨物税および

営業税への影響も併せて考慮することを定めました。なお、上記の価格調整金の要件を満た

し調整を行う場合も、当年度の法人税確定申告は、所得税法第 43 条の 1、移転価格監査準

則および関連法令規定に基づき行うことが必要です。 

価格調整金による調整の要件には以下が含まれます。 

1. 取引条件および価格への影響要素について事前に合意していること。 

2. 合意に基づき調整する売掛金・買掛金がすでに会計帳簿に計上されていること。 

3. 関連者間取引におけるその他の参加者も同時に対応的調整が行われること。 

以下に取引形態別に関連規定および税務申告時の注意事項について説明します。 

1. 海外関連者との有形資産の移転取引(輸入貨物に係る取引) 

2020年度より、海外関連者との輸入貨物に係る取引について価格調整金による調整を行

う場合、下記のスケジュールおよび注意事項に留意する必要があります。 

(1)貨物の輸入申告時の注意事項 

年度中に輸入する貨物について、価格調整金による調整を行う可能性のある貨物の輸

入申告書に「〇〇〇〇会計年度の価格調整金による調整を行う」との注記および仮の

輸入価格を記載するほか、プロフォーマインボイス(仮インボイス)、価格申告書を添

付し保証金を納付し、税関検査・輸入許可を受けた後、「税関における輸入貨物に係

る税金・費用納付証および送金申請書」を取得します。 

(2)会計年度の終了後 

会計年度の終了後1ヶ月以内に、前記の税関より発行された申請書に、①税込価格審

査・許可申請を行う輸入申告書番号、項目、仮価格および正式なコマーシャルインボ

イス価格、②取引価格の決定理由あるいは価格計算方法の説明、③取引契約、正式な

コマーシャルインボイス、支払証明およびその他の関連書類を添付し、税関に対し最

終確定価格での審査・許可を申請し、輸入貨物の関税および代行徴収税金・費用の追

加納付あるいは還付を行うことができます。上記に定める期限内に申請を行わなかっ

た場合は、税関が税込価格の審査・認定を行います。なお、税関から営業税の還付が

認められた場合、仕入税額の減少に該当しますので、関連規定に従い別途手続を行う

必要があります。 
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2. 上記1以外の海外関連者間取引(その他の海外関連者間取引)  

輸入貨物以外の海外関連者間取引の場合(海外役務の購入および貨物または役務の輸出

等)は、輸入通関手続に関わらないので、その場合の営業税、貨物税および法人税につい

ては、以下の規定に基づきそれぞれ手続を行わなくてはなりません。  

(1)営業税 

価格調整金による調整に係る声明書等の証明書類を添付し、会計年度の最終回(11月

～12月)の売上高と納付すべき営業税額または仮払超過の営業税額とともに、所在地

の税務署に対し営業税を申告します。 

海外役務の購入および貨物または役務の輸出以外の海外関連者間取引は、価格調整金

による調整に係る声明書等の証明書類を添付するほか、「価格調整金による調整」を

注記した上で統一発票(取引価格の増加の場合)または値引票(取引価格の減少の場合)

を発行します。 

(2)貨物税 

価格調整金による調整に係る声明書等の証明書類を添付し、会計年度の最終月に出荷

した貨物の納付すべき税額と併せて、所在地の税務署に対し貨物税を申告します。 

(3)法人税  

有形資産の移転以外の取引価格に対する調整の場合、源泉徴収対象所得に該当するも

のは、所得税法等関連規定に基づき、税金還付または追加納付の手続を行います。   

3. 法人税確定申告時 

価格調整金による調整を行う営利事業者は、法人税確定申告時に調整後の所得に基づき

確定申告を行います。所定のフォーマットに関連者間取引に関する情報を記載し、取引の

契約、当該取引のその他参加者における対応的調整に係る証明書類、関連する税目の調整

に係る証憑を備えて、所在地の税務署へ提出するとともに、取引価格の変動の理由および

実際の調整結果について説明しなくてはなりません。 

営業税法 

投資業務を兼業する営利事業者の年末の営業税申告における留意点 

投資業務を兼業する営業事業者は、台湾内外で分配された配当金について、年度末の最終回

の営業税申告の際にその配当所得の全額を免税売上高に加算して申告するほか、当年度の控

除対象外仕入税額の割合を計算し納付すべき税額を調整した上で、営業税を納付しなければ

なりません。 

2019 年最終回(11 月～12 月)の営業税を申告・納付する際には、下記に留意することが必
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要です。 

1. 配当所得は、①現金配当、②未処分利益の資本組み入れによる株式配当、③(株主出資によ

らない)資本準備金の現金分配など、すべて免税売上高に加算し申告することが必要。 

2. 台湾外より得る配当所得は、投資先からの配当総額(すなわち、配当純額に源泉徴収税額を

加算した合計額)を免税売上高に加算し申告することが必要。 
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